様式第1号（第7条関係）

伊予市省エネ家電製品購入促進補助金事前申込書
年　　月　　日
　伊予市長　様
	郵便番号
住　　所
	〒

	氏　　名
	

	電話番号
	



伊予市省エネ家電製品購入促進補助金の交付を受けたいので、以下のとおり誓約・同意の上、事前申込みします。
記
	1　購入（予定）店舗名
	（本店が　市内・市外）


※購入（予定）店舗名（1箇所に限る。）を記入の上、市内、市外に〇をつけてください。

	2　購入（予定）家電製品の種類
	


※テレビ、冷凍冷蔵庫、エアコンなど。複数購入（予定）の場合も全て記入してください。

	3　購入（予定）家電製品の（予定）総額
	円（税抜）


※本体費用及び付属品の合計額（設置工事費、配送費、処分費を除く）。購入予定の場合は、現時点での予定額を記入してください。

	4　交付申請額
	円


※Ａ（3の金額の1/2）とＢ（購入（予定）店舗の本店が市内の場合は上限50,000円、本店が市外の場合は上限30,000円）を比較し、いずれか低い額を記入してください。
※交付内定後、記入した交付申請額を超える金額の交付申請はできませんので、ご注意ください。

	5　誓約・同意事項（次の内容を確認し □部分にレ点を付けること。）

	事前申込みに当たり、次の内容について相違ないことを誓約します。

	□　申込者は伊予市に住所を有し、現に居住しています。
□　市税の滞納はありません。
□　申込者及びその属する世帯の構成員（申込者が居住する住宅に居住し、当該住宅の玄関、台所、風呂又はトイレのいずれかを共同で使用している者を含む。）が、補助金の事前申込みを行っていません。
□　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に該当しません。
□　市が実施するゼロ・カーボン施策、環境保全対策等の調査や活動に協力します。

	□　購入する省エネ家電製品は、省エネ基準達成率を満たしています。
□　省エネ家電製品は、令和7年4月1日から補助金交付申請日までの期間内に松山圏域内の店舗で購入し、市内の自宅に設置します。
□　購入する省エネ家電製品は、新品又は展示品等で一度も個人に販売されたことがありません。
□　省エネ家電製品（付属品含む。）を税抜き4万円以上（LED照明器具のみは2万円以上。工事費、送料、処分費を除く。）で購入します。

	□　産業建設部環境政策課が私の市税の納付状況を税務担当課に照会し、税務担当課がこれに回答することに同意します。
□　市長が必要と判断した場合、申請書類に記載された情報を他の官公署等に照会し、又は提供することについて同意します。
□　抽選方法について市に一任することにあらかじめ同意し、事前申込みします。
□　抽選結果は当選した者にのみ通知することを了承し、当選したときは必要書類を期限内に提出します。期限内に交付申請及び追加書類の提出を行わないときは、補助金の交付申請を辞退したものとみなされることに同意します。

	□　この申請書の記載内容は、全て事実と相違ありません。
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